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１.ぎふ働き方改革推進支援センターは
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【支援センターの概要】

① 岐阜労働局の委託事業
として、中小企業の働き
方改革を無料で支援して
おります。

② 電話、来所、訪問など
で相談を受けております。

③ 広い岐阜県の全域で、
幅広い分野の相談を受け
ております。

所在地︓岐阜市神田町6-12シグザ神田5階
電 話︓0120-226-311



２. 支援センターに寄せられる主な相談
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1. 「働き方改革」と言われているが、何から手を付けた
らいいのかわからない。

2. 監督署から「是正勧告」を受けたけど、どのように改
善していいかわからない。

3. 「36協定」を作る必要があるのか。また、作り方がわ
からない。

4. 働き方改革に合わせて、「就業規則」を見直したい。
5. 設備投資を行いたいが、利用できる「助成金」制度が
あれば知りたい。

6. 従業員が定着しない。求人募集しても応募がない。慢
性的な「人手不足」で困っている。

7. 「テレワーク」の活用は有効か。また、どのように進
めていけばいいのか。

などなど



３. 支援センターは何をしてくれるの︖

4

① 会社（事務所）や工場（現
場）に直接お伺いして、現地現
物を確認しながら相談を受ける
「企業訪問相談」を中心に、各
企業の働き方改革の取組を支援
させていただきます。

② 社会保険労務士、中小企業診
断士など、約60名の多彩な専門
家を擁しており、相談の内容、
事業内容や規模などに応じて適
切な専門家を派遣いたします。



４.賃金引上げについて
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最低賃金は毎年大幅に引き上げら
れ、また、人材獲得や物価上昇等を
理由に、思い切った賃金引上げを決
断する企業も増えています。
一方、パート労働法の改正により、

正社員と非正規雇用労働者との間の
同一労働同一賃金が求められていま
す。
これらの状況下にあって、賃金制

度を点検する良い機会ですので、左
の自主点検表等に基づき、確認・見
直しをしてみませんか。
⇒支援センターでもお手伝いいたし
ます。



５.同一労働同一賃金について
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正社員と非正規雇用労働者と
の間の、不合理な待遇差が是正
されると、
①求人募集をして応募者が集
まらない
②パート労働者が定着しない
などの課題の改善が期待で
きます。
また、キャリアアップ助成金

を活用した正社員化・処遇改善
の取り組みも可能です。
⇒支援センターで相談・支援を
承ります。



２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップ
を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成する制度です。

支給額（１人当たり） 加算措置／加算額（１人当たり）

➀有期→正規︓ 57万円（ 42.75万円）

➁無期→正規︓28.5万円（21.375万円）

➀有期→正規︓ 90万円 ( 67.5万円)

➁有期→無期︓ 45万円 ( 33万円)

➂無期→正規︓ 45万円 ( 33万円)

※( )は、大企業の場合の額。

➀３％以上５％未満︓ 5万円 ( 3.3万円）

➁５％以上 ︓6.5万円 ( 4.3万円）

１事業所当たり 60万円 ( 45万円）

１事業所当たり 40万円 ( 30万円)

23.7万円 ( 17.8万円)

なお、３時間未満の延長であっても、以下のとおり、
助成を受けられる場合がある。

※令和６年９月末までの金額

■「職務評価」の手法の活用により実施 １事業所当たり 20万円（15万円）

正社員化コース

賃金規定等改定コース

《助成金参考資料》キャリアアップ助成金のご案内

■人材開発支援助成金の訓練修了後
に正社員化
➀ 9.5万円（大企業も同額）
➁4.75万円（大企業も同額）

※自発的職業能力開発訓練または定額制訓練の
修了後に正社員化した場合の加算は、
➀11万円②5.5万円(大企業も同額)

■派遣労働者を派遣先で
正規雇用労働者として直接雇用
28.5万円（大企業も同額）

■母子家庭の母等又は父子家庭の父

➀ 9.5万円（大企業も同額）
➁4.75万円（大企業も同額）

■勤務地限定・職務限定・短時間正社員
制度を新たに規定

１事業所当たり9.5万円（7.125万円）

人への
投資

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定
を３％以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容
正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化（※）
※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）を含む

障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用

賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度

を導入し、支給又は積立てを実施

短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間
を３時間以上延長し、社会保険を適用

※重度障害者の場合は、➀120万円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。

賞与・退職金制度導入コース
■同時に導入した場合 １事業所当たり 16.8万円（12.6万円）

 正社員化後6か月間の賃金が正社員化前6か月間の賃金と
比較して３％以上増額していることが必要

１～２時間延長かつ10％以上昇給 5.8万円（4.3万円）
２～３時間延長かつ６％以上昇給 11.7万円（8.8万円）
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《助成金参考資料》働き方改革推進支援助成金
令和５年度予算案（令和４年度当初予算額）︓68億円（66億円）

コース名 成果目標 助成上限額※１ 助成対象となる取組 助成率

適用猶予業種等
対応コース
（適用猶予業種等へ
の上限規制の適用に
対応するため、労働
時間の削減等に向け
た環境整備に取組む
中小企業事業主に助
成）

建設事業
以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②所定休日の増加

成果目標の達成状況に基づき、①～②の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下︓250万円※２
②４週４休→４週８休︓100万円

労働時間短縮や生産性
向上に向けた取組
①就業規則の作成・
変更

②労務管理担当者・
労働者への研修
（業務研修を含む）

③外部専門家による
コンサルティング

④労務管理用機器等の
導入・更新

⑤労働能率の増進に
資する設備・機器の
導入・更新

⑥人材確保に向けた
取組

等

費用の
３/４
を助成

事業規模30名
以下かつ労働
能率の増進に
資する設備・
機器等の経費
が30万円を超
える場合は、
4/5を助成

自動車運転の業務
以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入

成果目標の達成状況に基づき、①～②の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下︓250万円※２
②11H以上︓150万円※３

医業に従事する医師
以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入
③医師の働き方改革の推進

成果目標の達成状況に基づき、①～②の助成上限額を算出
①月100H超→月80H以下︓250万円※４
②11H以上 ︓150万円 ※３
③50万円

砂糖製糖業
（鹿児島県・沖縄県に限る）

36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減 月80H超→月60H以下︓250万円※２

労働時間短縮・年休促進支援コース
（労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進に向けた
環境整備に取組む中小企業事業主に助成）

以下の何れかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②年休の計画的付与制度の整備
③時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

成果目標の達成状況に基づき、①～③の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下︓200万円※５
②25万円 ③25万円

勤務間インターバル導入コース
（勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し
助成）

新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること 導入した勤務間インターバルの時間数に応じて、以下の助
成上限額となる
・９～11H︓80万円
・11H以上︓100万円

労働時間適正管理推進コース
（労務・労働時間の適正管理を推進し、労働時間等の設
定の改善の成果を上げた中小企業事業主に対して助成）

新たに勤怠・賃金計算等をリンクさせたITシステムを用いた
時間管理方法を採用するとともに、労務管理書類の５年間保
存について就業規則等に規定すること。また、労働時間適正
把握に係る研修を実施すること。

上限額︓100万円

団体推進コース
（傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団
体に対し助成）

事業主団体が、傘下企業のうち１/2以上の企業について、そ
の取組又は取組結果を活用すること

上限額︓500万円

複数地域で構成する事業主団体（傘下企業数が10社以上）
の場合 上限額︓1,000万円

①市場調査
②新ビジネスモデルの
開発、実験

③好事例の周知、普及
啓発

④セミナーの開催
⑤巡回指導、相談窓口
の設置等

定額

※１ 賃金加算制度あり（団体推進コースを除く）︓賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて助成金の上限額を更に15万円～最大150万円加算（５％以上の場合は、24万円～最大240万円加算）。
（常時使用する労働者数が30人以下の場合は加算額が倍になる。）

※２ 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減幅によって以下の助成上限額となること。（※４、※５においても同様）
月80H超→月60～80H︓150万円／月60～80H→月60H以下︓200万円

※３ ９時間以上の勤務間インターバルを導入した場合は、助成上限額100万円
※４ 月90～100H→月80H以下︓200万円／月80～90H→月80H以下︓150万円
※５ 月80H超→月60～80H︓100万円／月60～80H→60H以下︓150万円
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《助成金参考資料》 業務改善助成金の概要



６.支援センター相談の申込み方法（その１）

10

1. リーフレット裏面をご覧ください
2. 会社名、住所、氏名、電話番号を記載の上、
相談項目に☑チェックして、FAXで送信。

裏面



７.支援センター相談の申込み方法（その２）
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1. リーフレット裏面をご覧ください
2. スマートフォンで「ＱＲコード」を読み込み、企業名、会社所
在地、電話番号等を入力して送信してください。

裏面
スマホ画面

ＱＲコード

支援センターを気軽にご活用ください


